


、自動運行装
置の作動状況等に応じ、共済契約者または被共済
者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは
証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求
めることがあります。この場合には、当組合が求め
た書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力
をしなければなりません。
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東 京 事 業 本 部 03-5962-4300

釧 路 支 所 0154-51-7900

京都サービスセンター
兵 庫 県 支 部

075-353-0320
078-367-6805

025-201-6506

097-558-7838

054-295-9191


